
  

一 

令和 8 年 4 月 3 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１３１号 
      

 
 

主 
 

要 
 

目 
 

次 

 
 

告 
 

示 

○ 

救
急
病
院
の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

救
急
病
院
の
申
出
の
撤
回 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

一 

○ 

土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
要
措
置
区
域
の
指
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

一 

○ 

漁
業
災
害
補
償
法
に
基
づ
く
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約 

 
 

 

 
 

の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
の
認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

患
畜
の
発
生 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

人
事
委
員
会
告
示 

○ 

令
和
六
年
度
採
用
候
補
者
名
簿
の
失
効 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

 
 

公
安
委
員
会
告
示 

○ 

道
路
交
通
法
に
基
づ
く
特
定
講
習
の
廃
止
の
許
可 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

二 

○ 

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
等
教
育
の 

 
 

 

 
 

認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二 

○ 

道
路
交
通
法
第
百
八
条
の
三
十
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
免
許
取
得
者
等
検
査
の 

 
 

 

 
 

認
定 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

三 

 
 

公 
 

告 

○ 

第
五
十
一
期
千
葉
県
労
働
委
員
会
委
員
□
使
用
者
委
員
・
労
働
者
委
員
□
候
補
者
の
推
薦 

 
 

三 

○ 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

○ 

里
山
活
動
協
定
の
変
更
の
認
定 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

五 

 
 

特
定
調
達
公
告 

○ 

入
札
公
告
□
三
件
□ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
五 

告

示 

千
葉
県
告
示
第
二
百
二
十
号 

 

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
□
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
□
第
一
条
に
規
定
す
る
医
療
機
関
と

し
て
救
急
業
務
に
協
力
す
る
旨
の
申
出
が
あ
□
た
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
認
定
し
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

名 
 

 
 

 

称 

所 
 

 

在 
 

 

地 

認
定
の
有
効
期
限 

 
 

 

 
 

 

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機

能
推
進
機
構 

船
橋
中
央
病

院 

船
橋
市
海
神
六
丁
目
一
三
番
一
〇
号 

令
和
十
一
年
三
月
三
十

一
日 

医
療
法
人
弘
仁
会 

板
倉
病

院 

船
橋
市
本
町
二
丁
目
一
〇
番
一
号 

〃 

国
際
医
療
福
祉
大
学
市
川
総

合
病
院 

市
川
市
菅
野
五
丁
目
一
一
番
一
三
号 

〃 

国
際
医
療
福
祉
大
学
成
田
病

院 

成
田
市
畑
ケ
田
八
五
二
番
地 

〃 

銚
子
市
立
病
院 

銚
子
市
前
宿
町
五
九
七
番
地 

〃 

東
千
葉
メ
デ
□
カ
ル
セ
ン

タ
□ 

東
金
市
丘
山
台
三
丁
目
六
番
地
二 

〃 

公
立
長
生
病
院 

茂
原
市
本
納
二
□
七
七
七
番
地 

〃 
  

千
葉
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号 

 

次
の
病
院
の
開
設
者
か
ら
□
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
□
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
□
第
一

条
に
規
定
す
る
救
急
業
務
に
協
力
す
る
旨
の
申
出
の
撤
回
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

名 
 

 
 

 

称 

所 
 

 
 

 

在 
 

 
 

 

地 

東
京
歯
科
大
学
市
川
総
合
病
院 

市
川
市
菅
野
五
丁
目
一
一
番
一
三
号 

  

千
葉
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号 

 

土
壌
汚
染
対
策
法
□
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
□
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
特
定
有
害
物

質
に
よ
□
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
□
当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚
染

の
除
去
□
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定

す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

指
定
す
る
区
域 

習
志
野
市
鷺
沼
一
丁
目
三
六
五
番
一
の
一
部
□
別
図
の
と
お
り
□ 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
□
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
□
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

ふ
□
素
及
び
そ
の
化
合
物 

三 

当
該
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置 

地
下
水
の
水
質
の
測
定 

 

□
□
別
図
□
は
□
省
略
し
□
千
葉
県
環
境
生
活
部
水
質
保
全
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
□
□ 

  

毎
週
火
・
金
曜
日
定
例
発
行 

令

和

8

年

4

月

3

日 

定 
 

例 

 



 
 

 

二 

千 葉 県 報 第１４１３１号 令和 8 年 4 月 3 日 (金曜日) 

千
葉
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号 

 
漁
業
災
害
補
償
法
□
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号
□
第
百
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
百
五
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
の
あ
□
た
次
の
区
域
及
び
漁
業
の
区
分
に
つ
い
て
の
特
定

第
二
号
漁
業
者
の
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
に
つ
い
て
の
同
意
は
□
同
法
第
百
八
条

第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
と
認
め
る
□ 

 

な
お
□
同
項
の
規
定
に
よ
る
共
済
契
約
の
締
結
の
申
込
み
又
は
規
約
の
設
定
の
義
務
は
□
令
和
八
年
四

月
十
日
か
ら
発
生
す
る
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

そ
の
一 

 

区
域 

東
安
房
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

 

漁
業
の
区
分 

小
型
定
置
漁
業 

 
 

 
 

 
 

一
般
大
型
定
置
漁
業 

そ
の
二 

 

区
域 

海
匝
漁
業
協
同
組
合
の
地
区 

 

漁
業
の
区
分 

主
と
し
て
さ
し
網
を
使
用
し
て
営
む
小
型
合
併
漁
業 

 

千
葉
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号 

 

家
畜
伝
染
病
予
防
法
□
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号
□
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次

の
と
お
り
患
畜
の
発
生
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 
谷 

 

俊 

人 
 

 

病
名 

患
畜
又
は

疑
似
患
畜

の
区
分 

家
畜
の

種
類 

頭
数 

発
生
場
所 

発
生
年
月
日 

そ
の
他
参

考
と
な
る

べ
き
事
項 

伝
達
性
海

綿
状
脳
症 

患 

畜 
 

め
ん
羊 

 

一 
 

富
津
市
田
倉 

 

令
和
八
年
一

月
三
十
日 

非
定
型 

 

 

人

事

委

員

会

告

示 

千
葉
県
人
事
委
員
会
告
示
第
一
号 

 

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
□
昭
和
三
十
三
年
千
葉
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
□
第
二
十
九
条
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
□
次
に
掲
げ
る
採
用
試
験
の
結
果
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
た
全
て
の
採
用
候
補
者
名
簿

を
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
を
も
□
て
失
効
さ
せ
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員
長
職
務
代
理
者 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

千
葉
県
人
事
委
員
会
委
員 

 

小 

倉 
 

純 

夫 
 

 

 

令
和
六
年
度
千
葉
県
職
員
採
用
上
級
試
験 

 

令
和
六
年
度
千
葉
県
職
員
採
用
中
級
試
験 

 

令
和
六
年
度
千
葉
県
職
員
採
用
初
級
試
験 

 

令
和
六
年
度
千
葉
県
資
格
免
許
職
職
員
採
用
試
験 

 

令
和
六
年
度
千
葉
県
市
町
村
立
学
校
事
務
職
員
採
用
中
級
試
験 

 

令
和
六
年
度
千
葉
県
市
町
村
立
学
校
事
務
職
員
採
用
初
級
試
験 

 

令
和
六
年
度
千
葉
県
警
察
官
採
用
試
験
□
県
内
第
一
回
□ 

 

令
和
六
年
度
千
葉
県
警
察
官
採
用
試
験
□
県
内
第
二
回
□ 

 

令
和
六
年
度
千
葉
県
警
察
官
採
用
試
験
□
県
外
共
同
募
集
□ 

公

安

委

員

会

告

示 

 
 

 
 

            
 

 
 

            千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

２
号

 

 
道

路
交

通
法

（
昭

和
３

５
年

法
律

第
１

０
５

号
）

第
１

０
８

条
の

１
０

の
規

定
に

よ
り

、
指

定
講

習
機

関
が

行
う

特
定

講
習

に
つ

い
て

次
の

と
お

り
廃

止
を

許
可

し
た

。
 

 
 

令
和

８
年

４
月

３
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

寺
 

嶋
 

 
哲

 
生

 
 

 

特
定

講
習

の
種

別
 

指
定

講
習

機
関

の
名

称
 

廃
止

年
月

日
 

準
中

型
免

許
及

び
普

通
免

許

に
係

る
初

心
運

転
者

講
習

 

銚
子

大
洋

自
動

車
教

習
所

 
令

和
５

年
６

月
３

０
日

 

原
付

免
許

に
係

る
初

心
運

転

者
講

習
 

袖
ケ

浦
自

動
車

教
習

所
 

令
和

７
年

４
月

１
日

 

 千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

３
号

 

 
道

路
交

通
法

（
昭

和
３

５
年

法
律

第
１

０
５

号
）

第
１

０
８

条
の

３
２

の
２

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
運

転
免

許
取

得
者

等
教

育
を

認
定

し
た

。
 

 
 

令
和

８
年

４
月

３
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

寺
 

嶋
 

 
哲

 
生

 
 

 

氏
名

又
は

名
称

及

び
住

所
並

び
に

法

人
に

あ
っ

て
は

、

そ
の

代
表

者
の

氏

名
 

運
転

免
許

取
得

者
等

教

育
に

使
用

す
る

施
設

の

名
称

及
び

所
在

地
 

運
転

免
許

取
得

者
等

教
育

の
課

程
の

区
分

 

運
転

免
許

取
得

者
等

教
育

の
課

程
の

名
称

 

認
定

年
月

日
 

Ｓ
Ｂ

Ｓ
自

動
車

学

校
株

式
会

社
 

京
葉

自
動

車
教

習
所

 

千
葉

市
稲

毛
区

長
沼

町
 

運
転

免
許

取
得

者
等

教
育

の
認

定
に

関
す

 

高
齢

者
講

習
同

等
課

 

令
和

６
年

２

月
５

日
 

 



  

三 

令和 8 年 4 月 3 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１３１号 
  

 
 

 

                  
 

 
 

                  

  
 

 
 

             

公

告 

 
 

 

第
五
十
一
期
千
葉
県
労
働
委
員
会
委
員
□
使
用
者
委
員
・
労
働
者
委
員
□
候
補
者
の
推
薦 

 

労
働
組
合
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
七
十
四
号
□
第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
第
五

十
一
期
千
葉
県
労
働
委
員
会
委
員
□
使
用
者
委
員
・
労
働
者
委
員
□
の
推
薦
の
要
旨
は
□
次
の
と
お
り
で

あ
る
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

委
員
を
推
薦
で
き
る
者
等 

 

１ 

労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
使
用
者
委
員
又
は
労
働
者
委
員
を
推
薦
で

き
る
者
は
□
労
働
組
合
法
施
行
令
□
昭
和
二
十
四
年
政
令
第
二
百
三
十
一
号
□
第
二
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
県
内
の
み
に
組
織
を
有
す
る
使
用
者
団
体
又
は
労
働
組
合
で
あ
る
こ
と
□
こ
の
場
合

に
お
い
て
□
労
働
組
合
に
あ
□
て
は
□
労
働
組
合
法
第
二
条
及
び
第
五
条
第
二
項
の
規
定
に
適
合
す

る
こ
と
を
千
葉
県
労
働
委
員
会
で
立
証
し
た
労
働
組
合
で
あ
る
こ
と
□ 

 
２ 

連
合
体
で
あ
る
労
働
組
合
と
そ
の
加
盟
労
働
組
合
と
が
と
も
に
県
内
の
み
に
組
織
を
有
し
□
１
に

該
当
す
る
場
合
は
□
両
者
か
ら
候
補
者
を
推
薦
で
き
る
こ
と
□ 

二 

委
員
の
数 

 
 

使
用
者
委
員 

五
人 

 
 

労
働
者
委
員 
五
人 

三 

推
薦
期
間 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
日
か
ら
五
月
二
十
五
日
ま
で 

四 

推
薦
書
提
出
先 

千
葉

市
稲

毛
区

長

沼
町

３
４

１
番

地
 

森
井

 
達

哉
 

３
４

１
番

地
 

る
規

則
（

平
成

１
２

年
国

家
公

安
委

員
会

規
則

第
４

号
。

以
下

「
認

定
規

則
」

と
い

う
。

）
第

１
条

第
３

号
に

掲
げ

る
課

程
 

程
 

 

Ｓ
Ｂ

Ｓ
自

動
車

学

校
株

式
会

社
 

千
葉

市
稲

毛
区

長

沼
町

３
４

１
番

地
 

森
井

 
達

哉
 

姉
崎

自
動

車
教

習
所

 

市
原

市
椎

津
１

，
６

９

４
番

地
 

認
定

規
則

第
１

条
第

３
号

に
掲

げ
る

課
程

 

高
齢

者
講

習
同

等
課

程
 

令
和

６
年

３

月
６

日
 

株
式

会
社

辰
巳

自

動
車

教
習

所
 

市
原

市
勝

間
１

，

８
２

７
番

地
１

 

高
山

 
ひ

で
 

辰
巳

自
動

車
学

校
 

市
原

市
勝

間
１

，
８

２

７
番

地
１

 

認
定

規
則

第
１

条
第

３
号

に
掲

げ
る

課
程

 

高
齢

者
講

習
同

等
課

程
 

令
和

６
年

３

月
８

日
 

 千
葉

県
公

安
委

員
会

告
示

第
１

４
号

 

 
道

路
交

通
法

（
昭

和
３

５
年

法
律

第
１

０
５

号
）

第
１

０
８

条
の

３
２

の
３

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

次
の

と
お

り
運

転
免

許
取

得
者

等
検

査
を

認
定

し
た

。
 

 
 

令
和

８
年

４
月

３
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

公
安

委
員

会
委

員
長

 
 

寺
 

嶋
 

 
哲

 
生

 
 

 

氏
名

又
は

名
称

及

び
住

所
並

び
に

法

人
に

あ
っ

て
は

、

そ
の

代
表

者
の

氏

名
 

運
転

免
許

取
得

者
等

検

査
に

使
用

す
る

施
設

の

名
称

及
び

所
在

地
 

運
転

免
許

取
得

者
等

検
査

の
方

法
の

区
分

 

運
転

免
許

取
得

者
等

検
査

の
方

法
の

名
称

 

認
定

年
月

日
 

Ｓ
Ｂ

Ｓ
自

動
車

学

校
株

式
会

社
 

千
葉

市
稲

毛
区

長

沼
町

３
４

１
番

地
 

森
井

 
達

哉
 

京
葉

自
動

車
教

習
所

 

千
葉

市
稲

毛
区

長
沼

町

３
４

１
番

地
 

運
転

免
許

取
得

者
等

検
査

の
認

定
に

関
す

る
規

則
（

令
和

４
年

国
家

公
安

委
員

会
規

則
第

８
号

。
以

下

「
認

定
規

則
」

と
い

う
。

）
第

１
条

第
１

号
及

び
第

２
号

に
掲

 

認
知

機
能

検
査

同
等

方
法

及
び

運
転

技
能

検
査

同
等

方
法

 

令
和

６
年

２

月
５

日
 

 

 
 

げ
る

方
法

 
 

 

Ｓ
Ｂ

Ｓ
自

動
車

学

校
株

式
会

社
 

千
葉

市
稲

毛
区

長

沼
町

３
４

１
番

地
 

森
井

 
達

哉
 

姉
崎

自
動

車
教

習
所

 

市
原

市
椎

津
１

，
６

９

４
番

地
 

認
定

規
則

第
１

条
第

１
号

及
び

第
２

号
に

掲
げ

る
方

法
 

認
知

機
能

検
査

同
等

方
法

及
び

運
転

技
能

検
査

同
等

方
法

 

令
和

６
年

３

月
６

日
 

株
式

会
社

辰
巳

自

動
車

教
習

所
 

市
原

市
勝

間
１

，

８
２

７
番

地
１

 

高
山

 
ひ

で
 

辰
巳

自
動

車
学

校
 

市
原

市
勝

間
１

，
８

２

７
番

地
１

 

認
定

規
則

第
１

条
第

１
号

及
び

第
２

号
に

掲
げ

る
方

法
 

認
知

機
能

検
査

同
等

方
法

及
び

運
転

技
能

検
査

同
等

方
法

 

令
和

６
年

３

月
８

日
 

 



 
 

 

四 

千 葉 県 報 第１４１３１号 令和 8 年 4 月 3 日 (金曜日) 
 

 

千
葉
県
商
工
労
働
部
雇
用
労
働
課
□
千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号
□ 

五 

提
出
書
類 

 
１ 
推
薦
書
□
別
記
□ 

一
通 

 

２ 
委
員
候
補
者
の
履
歴
書
□
市
販
の
横
書
き
の
も
の
□ 

一
通 

 

３ 

労
働
組
合
に
あ
□
て
は
□
労
働
組
合
法
施
行
令
第
二
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
千
葉
県
労
働

委
員
会
の
証
明
書 

一
通 

六 

そ
の
他 

 

１ 

五
の
３
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
労
働
組
合
は
□
令
和
八
年
四
月
二
十
日
ま
で
に
千

葉
県
労
働
委
員
会
へ
申
請
す
る
こ
と
□ 

 

２ 

委
員
に
つ
い
て
は
□
労
働
組
合
法
第
十
九
条
の
十
二
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条

の
四
第
一
項
の
欠
格
規
定
並
び
に
国
家
公
務
員
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
□
□
地
方
公

務
員
法
□
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
□
及
び
国
会
法
□
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
九

号
□
の
兼
職
制
限
禁
止
に
関
す
る
規
定
が
適
用
さ
れ
る
□ 

                       

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                   別
 

記
 

推
 

 
薦

 
 

書
 

 

 
 

 
 

年
 

 
月

 
 

日
 

 

  
千

葉
県

知
事

 
 

 
 

 
 

様
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
使

用
者

団
体

・
労

働
組

合
の

所
在

地
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
使

用
者

団
体

・
労

働
組

合
名

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
労

働
組

合
法

第
１

９
条

の
１

２
第

３
項

及
び

労
働

組
合

法
施

行
令

第
２

１
条

第
１

項
の

規
定

に
よ

り
、

千
葉

県
労

働
委

員
会

委
員

（
使

用
者

委
員

・
労

働
者

委
員

）
候

補
者

と
し

て
次

の
者

を
推

薦
し

ま
す

。
 

記
 

 
 

注
 

候
補

者
の

推
薦

に
当

た
っ

て
は

、
本

人
の

承
諾

を
得

て
お

い
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

ふ
り

が
な

 

 

氏
 

 
名

 

生
年

月
日

 

所
属

職
場

名
 

 

及
び

地
位
 

所
属

使
用

者
団

体
 

名
・

労
働

組
合

名
 

及
び

地
位
 

備
 

考
 

 
 

 
 

 



  

五 

令和 8 年 4 月 3 日 (金曜日) 千 葉 県 報 第１４１３１号 
 

 
 

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任 

 
土
地
改
良
法
□
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
□
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
□
千
葉
市

東
部
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
□
た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

退
任
理
事 

 
 

千
葉
市
若
葉
区
大
井
戸
町
七
二
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

牧 

野 
 

 
 

茂 

 
 

〃 
 

〃 
 

下
泉
町
六
七
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

猪 

野 
 

 

一 

 
 

〃 
 

〃 
 

小
間
子
町
六
番
地
六
五 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

篠 

﨑 
 

 
 

 

 
 

〃 
 

〃 
 

更
科
町
一
□
九
〇
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

宮 

﨑 
 

靖 

正 

 
 

〃 
 

〃 
 

中
田
町
五
一
三
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

仲 

田 
 

武 

雄 

 
 

〃 
 

〃 
 

古
泉
町
四
八
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

池 
 

 
 

正 

 
 

〃 
 

〃 
 

野
呂
町
一
□
五
四
七
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

石 

井 
 

喜 

市 

 
 

〃 
 

〃 
 

和
泉
町
九
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

武
津
岡 
 

 

治 

 
 

〃 
 

〃 
 

中
野
町
二
□
三
三
〇
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

關 
 

芳 

仁 

二 

退
任
監
事 

 
 

千
葉
市
若
葉
区
下
田
町
三
六
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

岡 

本 
 

信 

男 

 
 

〃 
 

美
浜
区
新
港
四
番
地
一
四
ア
ク
ア
ウ
イ
ン
グ
三
五
三―

七
三 

林 
 

 
 

則 

正 

 
 

四
号 

 
 

成
田
市
橋
賀
台
一
丁
目
四
九
番
地
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

秋 

田 
 

明 

廣 

三 

就
任
理
事 

 
 

千
葉
市
若
葉
区
大
井
戸
町
七
二
三
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

牧 
野 

 
 

 

茂 

 
 

〃 
 

〃 
 

下
泉
町
六
七
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

猪 

野 
 

 

一 

 
 

〃 
 

〃 
 

上
泉
町
二
五
七
番
地 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

豊 

田 
 

善 

裕 

 
 

〃 
 

〃 
 

中
田
町
五
一
三
番
地
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

仲 

田 
 

武 
雄 

 
 

〃 
 

〃 
 

富
田
町
五
七
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

鈴 

木 
 

義 
信 

 
 

〃 
 

〃 
 

古
泉
町
四
八
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

小 

池 
 

 
 

正 

 
 

〃 
 

〃 
 

和
泉
町
五
九
一
番
地
二 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

西 

郡 
 

良
太
郎 

 
 

〃 
 

〃 
 

中
野
町
二
□
二
〇
八
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

四 

関 
 

正 

行 

 
 

〃 
 

〃 
 

〃 
 

一
□
七
〇
二
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

林 
 

 
 

 
 

裕 

四 

就
任
監
事 

 
 

千
葉
市
若
葉
区
中
田
町
一
□
〇
四
一
番
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

初 

芝 
 

 
 

満 

 
 

〃 
 

美
浜
区
新
港
四
番
地
一
四
ア
ク
ア
ウ
イ
ン
グ
三
五
三―

七
三 

林 
 

 
 

則 

正 

 
 

四
号 

 
 

成
田
市
橋
賀
台
一
丁
目
四
九
番
地
三 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

秋 

田 
 

明 

廣 

  

 
 

 

里
山
活
動
協
定
の
変
更
の
認
定 

 

千
葉
県
里
山
の
保
全
□
整
備
及
び
活
用
の
促
進
に
関
す
る
条
例
□
平
成
十
五
年
千
葉
県
条
例
第
五
号
□

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
□
次
の
と
お
り
里
山
活
動
協
定
の
変
更
が
適
当
で
あ
る
旨
を
認
定
し

た
□ 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

千
葉
県
知
事 

 

熊 

谷 
 

俊 

人 
 

 

一 

里
山
活
動
協
定
の
名
称 

 
 

□
リ
コ
□
千
葉
ふ
れ
あ
い
の
森
□
若
葉
区
下
泉
里
山
保
全
の
会
里
山
活
動
協
定 

二 

里
山
活
動
協
定
の
目
的
と
な
る
土
地
の
区
域 

 
 

千
葉
市
若
葉
区
下
泉
町
六
四
九
番
二
□
六
五
八
番
一
及
び
六
六
六
番 

三 

里
山
活
動
協
定
の
変
更
の
内
容 

 

１ 

変
更
前
の
里
山
活
動
協
定
の
有
効
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
令
和
七
年
十
一
月
十
九
日
ま
で 

 

２ 

変
更
後
の
里
山
活
動
協
定
の
有
効
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日
か
ら
令
和
十
二
年
十
一
月
十
九
日
ま
で 

四 

里
山
活
動
協
定
の
変
更
の
認
定
年
月
日 

 
 

令
和
八
年
四
月
三
日 

特

定

調

達

公

告 

 

こ
の
特
定
調
達
公
告
に
掲
載
さ
れ
る
入
札
公
告
等
は
□
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で 

 

あ
る
□ 

 
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
 

     
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

４
月

３
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

知
事

 
 

熊
 

谷
 

 
俊

 
人

 
 

 

  
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

４
月

３
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

企
業

局
長

 
 

横
 

山
 

 
尚

 
典

 
 

 

  
 

 
入

札
公

告
 

 
別

冊
の

と
お

り
一

般
競

争
入

札
に

付
す

る
。

 

 
 

令
和

８
年

４
月

３
日

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
千

葉
県

企
業

局
長

 
 

横
 

山
 

 
尚

 
典

 
 

 

 



 
 

 

六 

千 葉 県 報 第１４１３１号 令和 8 年 4 月 3 日 (金曜日) 
                                    

                                    

 
 

 

購
読
料 

本
号
□
別
冊
を
含
む
□
□ 

 

一
部 

 
 

 
 

 

三
八
円 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

発 

行 

者 
 

千
葉
市
中
央
区
市
場
町
一
番
一
号 

 
 

 

千 
 

 
 

 

葉 
 

 
 

 

県 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

購
読
申
込
先 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

〇
四
三
□
二
二
三
□
二
六
五
八 

  


